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医療法人葵会 葵会北診療所 
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 

重要事項説明書(2010 年 4 月 1 日予定） 

 

 利用者に対する訪問リハビリテーションサービスの提供開始にあたり、厚生省令第 37 号第 8 条に

基づいて、当事業者が利用者に説明すべき重要事項は次の通りです。 

 

１ 事業者概要 

 

 

２ ご利用事業所 

 

 

３ 事業の目的と運営方針 

 

 

４ ご利用の職員体制 

 

 

５ 営業区域 

 

 

 

事業者名称 医療法人葵会  

主たる事業所の所在地 京都市北区紫野上築山町 32 

法人種別 医療法人 

法人代表者名 理事長 北村 勲 

電話番号 ０７５－４４１－４７５２ 

ご利用事業所の名称 医療法人葵会 葵会北診療所 

指定番号 ●●●●●●●●●● 

所在地 京都市北区紫竹北大門町 56 番地 

電話番号 ０７５－４９５－６６３７ 

事業の目的 

医療法人葵会が開設する葵会北診療所が要介護状態又は要支援状

態にある高齢者に対し、適正な訪問リハビリテーションサービス

を提供する。 

運営の方針 

訪問リハビリテーションの従事者は、利用者が居宅において、そ

の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、

利用者の居宅において、作業療法、その他の必要なリハビリテー

ションを行うことにより、心身の機能の維持回復を図る。 

事業者の職種 ご利用事業所の従業員数・勤務体制 

作業療法士 
常勤 ２名   

昼勤 （午前８時４５分～午後４時４５分） 

営業区域 京都市の北区・上京区の全域 
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６ 営業日 

 

＊事業所のやむをえない都合や担当者の病気等により、サービスの提供曜日を振り替えるか、

もしくは曜日を限定させていただくことがあります。その場合には、事前に利用者の了解を

得るようにします。 

 

７ 利用料 

 

 

８ 苦情申立窓口 

 

 

９ 緊急時の対応方法 

  利用者の主治医又は事業者及び事業者の協力医療機関への連絡を行い、医師の指示に従います。

又、緊急連絡先に連絡します。 

 

 

営業日 
毎週月曜日～金曜日 

祝日・12 月 29 日～1 月 3 日までを除く 

営業時間 午前９時３０分～午後４時１０分 

基準単位数 

１単位の地域単価 

加算 

 

 

 

 

 

 

 

１回あたりの利用料の目安 

 

３０５単位（介護・予防とも同じ） 

特甲地 １単位当たり １０．５５円 

サービス提供体制加算   ６単位／回 

短期集中リハビリテーション実施加算 

《介護サービス》 

  ３４０単位（退所日から１ヶ月以内） 

  ２００単位（退所日から１ヶ月以降３ヶ月以内） 

《介護予防サービス》 

  ２００単位（退所日から３ヶ月以内） 

 

３２８.１円 

短期集中リハビリテーション加算対象の方は、上記分が

各々加算されます。 

ご利用者ご相談窓口 ご利用時間 ご利用方法 

医療法人葵会 葵会

北診療所 

平日 ９時～１７時 

土曜 ９時～１２時 

電 話 

０７５－４９５－６６３７ 

京都市北区役所 

長寿社会課 
平日 ９時～１７時 

電 話 

０７５－４３２－１１８１ 

利用者の主治医 

氏 名  

所属医療機関の名称  

所在他  

電話番号  

事業者 
医療機関の名称 医療法人葵会 葵会北診療所 

０７５－４９５－６６３７ 

協力医療機関 
医療機関の名称 社団法人京都保健会 上京病院 

０７５－４３２－１２６１ 
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≪説明した職員≫ 
 

   年  月  日、この重要事項説明書を交付し、医療法人葵会 葵会北診療所の 
 
 
 
                           が説明しました 

 
 
 
 
≪説明をうけた方≫ 
 

   年  月  日、この重要事項説明を受け、 
 
 
 
                  （利用者とのご関係：     ）が同意しました 

 
 

以 上 
 


